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特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
経
済
産
業
省
、
環
境
省
令
第
三
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
二

（
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
二

酸
化
炭
素
以
外
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
算
定
に
係
る
係
数
等
）

酸
化
炭
素
以
外
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
算
定
に
係
る
係
数
等
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

令
別
表
第
七
の
二
の
項
の
下
欄
の
イ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

５

令
別
表
第
七
の
二
の
項
の
下
欄
の
イ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

係
数
は
、
〇
・
五
〇
二
と
す
る
。

係
数
は
、
〇
・
五
一
〇
と
す
る
。

６
～
９

（
略
）

６
～
９

（
略
）

令
別
表
第
七
の
三
の
項
の
下
欄
の
ロ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

令
別
表
第
七
の
三
の
項
の
下
欄
の
ロ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

10

10

係
数
は
、
二
・
三
と
し
、
同
欄
の
ハ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係

係
数
は
、
二
・
三
と
し
、
同
欄
の
ハ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係

数
は
、
一
・
一
（
生
石
灰
の
製
造
を
行
い
、
製
造
さ
れ
た
生
石
灰
を
炭
化
カ
ル
シ

数
は
、
一
・
一
（
生
石
灰
の
製
造
を
行
い
、
製
造
さ
れ
た
生
石
灰
を
炭
化
カ
ル
シ

ウ
ム
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
〇
・
七
六
を
合
算
し

ウ
ム
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
〇
・
七
六
を
合
算
し

て
得
た
数
）
と
し
、
同
欄
の
ニ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係
数
は

て
得
た
数
）
と
し
、
同
欄
の
ニ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係
数
は

、
〇
・
〇
一
四
と
し
、
同
欄
の
ホ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係
数

、
〇
・
〇
二
八
と
し
、
同
欄
の
ホ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係
数

は
、
三
・
四
と
す
る
。

は
、
三
・
四
と
す
る
。

～

（
略
）

～

（
略
）

11

13

11

13

令
別
表
第
七
の
六
の
項
の
下
欄
の
イ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

令
別
表
第
七
の
六
の
項
の
下
欄
の
イ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

14

14

係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お

係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。
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一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

廃
ゴ
ム
タ
イ
ヤ

一
・
七
二

三

廃
ゴ
ム
タ
イ
ヤ

一
・
七
七

四

（
略
）

四

（
略
）

五

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
（
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
・
七
七

五

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
（
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
・
六
九

六

（
略
）

六

（
略
）

七

ご
み
固
形
燃
料
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
植
物
性
の
物
又
は
動
物
性
の
物

七

ご
み
固
形
燃
料
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
植
物
性
の
物
又
は
動
物
性
の
物

の
み
を
原
材
料
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

〇
・
七
七
五

の
み
を
原
材
料
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

〇
・
七
五
九

（
略
）

（
略
）

15

15

（
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
メ
タ
ン
の
排
出
量
の
算
定
に
係
る
係
数
等
）

（
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
メ
タ
ン
の
排
出
量
の
算
定
に
係
る
係
数
等
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

令
別
表
第
八
の
二
の
項
の
下
欄
の
イ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

３

令
別
表
第
八
の
二
の
項
の
下
欄
の
イ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

石
炭
の
採
掘
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
石
炭
の
採
掘
と
し
、
同
欄
の
イ
の
環
境
省

石
炭
の
採
掘
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
石
炭
の
採
掘
と
し
、
同
欄
の
イ
の
環
境
省

令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
石
炭
の
採
掘
の
区

令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
石
炭
の
採
掘
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

石
炭
坑
で
の
採
掘

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
量
と
し
て
当
該
イ
及
び
ロ
に

一

石
炭
坑
で
の
採
掘

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
量
と
し
て
当
該
イ
及
び
ロ
に

定
め
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数

定
め
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数

イ

石
炭
の
一
ト
ン
当
た
り
の
生
産
に
伴
い
採
掘
の
際
に
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で

イ

石
炭
の
一
ト
ン
当
た
り
の
生
産
に
伴
い
採
掘
の
際
に
排
出
さ
れ
る
ト
ン
で

表
し
た
メ
タ
ン
の
量

〇
・
〇
〇
一
四

表
し
た
メ
タ
ン
の
量

〇
・
〇
〇
三
七

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

４
～

（
略
）

４
～

（
略
）

10

10

令
別
表
第
八
の
四
の
項
の
下
欄
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
家
畜

令
別
表
第
八
の
四
の
項
の
下
欄
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
家
畜

11

11

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
家
畜
と
し
、
同
欄
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
家
畜
と
し
、
同
欄
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
家
畜
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と

め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
家
畜
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
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お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

乳
用
牛

〇
・
一
一

一

乳
用
牛

〇
・
一
〇

二

肉
用
牛

〇
・
〇
六
六

二

肉
用
牛

〇
・
〇
六
七

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

～

（
略
）

～

（
略
）

12

14

12

14

令
別
表
第
八
の
六
の
項
の
下
欄
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
水
田

令
別
表
第
八
の
六
の
項
の
下
欄
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
水
田

15

15

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
水
田
と
し
、
同
欄
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
水
田
と
し
、
同
欄
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
水
田
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と

め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
水
田
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

常
時
湛
水
田

〇
・
〇
〇
〇
〇
二
八

二

常
時
湛
水
田

〇
・
〇
〇
〇
〇
三
七

・

（
略
）

・

（
略
）

16

17

16

17

（
削
る
）

令
別
表
第
八
の
八
の
項
の
下
欄
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法

18
は
、
別
表
第
九
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
廃
棄
物
ご
と
に
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る

期
間
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
の
期
間
に
限
る
。
）
に
お
け
る
最
終
処
分
場

に
お
い
て
埋
立
処
分
が
行
わ
れ
た
当
該
廃
棄
物
の
量
（
ト
ン
で
表
し
た
量
を
い
う

。
）
に
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
第
四
欄
に
掲

げ
る
数
を
乗
ず
る
方
法
と
す
る
。

令
別
表
第
八
の
八
の
項
の
下
欄
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係
数

令
別
表
第
八
の
八
の
項
の
下
欄
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係
数

18

19

は
、
別
表
第
九
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
第
三
欄
に
掲

は
、
別
表
第
九
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
第
五
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

～

（
略
）

～

（
略
）

19

28

20

29

（
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
一
酸
化
二
窒
素
の
排
出
量
の
算
定
に
係
る
係

（
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
一
酸
化
二
窒
素
の
排
出
量
の
算
定
に
係
る
係

数
等
）

数
等
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）
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２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

令
別
表
第
九
の
三
の
項
の
下
欄
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係
数

５

令
別
表
第
九
の
三
の
項
の
下
欄
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係
数

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
製
品
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
製
品
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

硝
酸

〇
・
〇
〇
三
二

二

硝
酸

〇
・
〇
〇
四
二

６
～
８

（
略
）

６
～
８

（
略
）

９

令
別
表
第
九
の
六
の
項
の
下
欄
の
イ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

９

令
別
表
第
九
の
六
の
項
の
下
欄
の
イ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

農
作
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
農
作
物
と
し
、
同
欄
の
イ
の
環
境
省
令
・
経
済

農
作
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
農
作
物
と
し
、
同
欄
の
イ
の
環
境
省
令
・
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
農
作
物
の
区
分
に
応
じ
当
該

産
業
省
令
で
定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
農
作
物
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

野
菜

〇
・
〇
〇
九
七

一

野
菜

〇
・
〇
一
二

二

水
稲

〇
・
〇
〇
四
九

二

水
稲

〇
・
〇
一
一

三

果
樹

〇
・
〇
〇
九
七

三

果
樹

〇
・
〇
一
一

四

茶
樹

〇
・
〇
四
六

四

茶
樹

〇
・
〇
七
四

五

ば
れ
い
し
ょ

〇
・
〇
〇
九
七

五

ば
れ
い
し
ょ

〇
・
〇
三
二

六

飼
料
作
物

〇
・
〇
〇
九
七

六

飼
料
作
物

〇
・
〇
〇
九
四

七

麦

〇
・
〇
〇
九
七

七

麦

〇
・
〇
〇
七
六

八

そ
ば

〇
・
〇
〇
九
七

八

そ
ば

〇
・
〇
一
一

九

豆
類

〇
・
〇
〇
九
七

九

豆
類

〇
・
〇
一
一

十

か
ん
し
ょ

〇
・
〇
〇
九
七

十

か
ん
し
ょ

〇
・
〇
一
一

十
一

桑

〇
・
〇
〇
九
七

十
一

桑

〇
・
〇
一
一

十
二

た
ば
こ

〇
・
〇
〇
九
七

十
二

た
ば
こ

〇
・
〇
一
一

十
三

工
芸
農
作
物
（
第
四
号
及
び
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

〇
・

十
三

工
芸
農
作
物
（
第
四
号
及
び
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

〇
・

〇
〇
九
七

〇
一
一

～

（
略
）

～

（
略
）

10

20

10

20
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（
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
量
の

（
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
量
の

算
定
に
係
る
係
数
等
）

算
定
に
係
る
係
数
等
）

第
六
条

令
別
表
第
十
の
一
の
項
の
下
欄
の
イ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定

第
六
条

令
別
表
第
十
の
一
の
項
の
下
欄
の
イ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
一
九
と
し
、
同
欄
の
ロ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で

め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
一
九
と
し
、
同
欄
の
ロ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
〇
四
九
と
す
る
。

定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
〇
六
六
と
す
る
。

２

令
別
表
第
十
の
二
の
項
の
下
欄
の
イ

の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め

２

令
別
表
第
十
の
二
の
項
の
下
欄
の
イ

の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め

(1)

(1)

る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
製
品
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お

る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
製
品
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

家
庭
用
電
気
冷
蔵
庫

〇
・
〇
〇
〇
五
〇

一

家
庭
用
電
気
冷
蔵
庫

〇
・
〇
〇
二
五

二

家
庭
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー

〇
・
〇
〇
一
九

二

家
庭
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー

〇
・
〇
〇
二
〇

三

（
略
）

三

（
略
）

３

令
別
表
第
十
の
二
の
項
の
下
欄
の
イ

の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め

３

令
別
表
第
十
の
二
の
項
の
下
欄
の
イ

の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め

(2)

(2)

る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
製
品
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お

る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
製
品
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

自
動
販
売
機

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
六
五

一

自
動
販
売
機

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
六
八

二

自
動
車
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
二
五

二

自
動
車
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
三
五

４

令
別
表
第
十
の
二
の
項
の
下
欄
の
ロ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

４

令
別
表
第
十
の
二
の
項
の
下
欄
の
ロ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

係
数
は
、
〇
・
〇
一
七
と
し
、
同
欄
の
ハ

の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定

係
数
は
、
〇
・
〇
一
〇
と
し
、
同
欄
の
ハ

の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定

(2)

(2)

め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
一
〇
と
し
、
同
欄
の
ニ

の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令

め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
一
〇
と
し
、
同
欄
の
ニ

の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令

(2)

(2)

で
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
一
一
と
す
る
。

で
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
一
四
と
す
る
。

５

（
略
）

５

（
略
）

６

令
別
表
第
十
の
二
の
項
の
下
欄
の
ト
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

６

令
別
表
第
十
の
二
の
項
の
下
欄
の
ト
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
製
品
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り

係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
製
品
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

一

噴
霧
器

〇
・
〇
二
八

一

噴
霧
器

〇
・
〇
二
七
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二

（
略
）

二

（
略
）

７
・
８

（
略
）

７
・
８

（
略
）

（
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
量
の
算
定

（
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
量
の
算
定

に
係
る
係
数
等
）

に
係
る
係
数
等
）

第
七
条

令
別
表
第
十
一
の
一
の
項
の
下
欄
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め

第
七
条

令
別
表
第
十
一
の
一
の
項
の
下
欄
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
区
分
に
応
じ
当
該

る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン

〇
・
〇
〇
〇
三
〇

一

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン

〇
・
〇
〇
〇
三
一

二

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

〇
・
〇
〇
〇
〇
三
〇

二

パ
ー
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

〇
・
〇
〇
〇
〇
三
一

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
六
ふ
っ
化
硫
黄
の
排
出
量
の
算
定
に
係
る
係

（
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
六
ふ
っ
化
硫
黄
の
排
出
量
の
算
定
に
係
る
係

数
等
）

数
等
）

第
八
条

令
別
表
第
十
二
の
二
の
項
の
下
欄
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め

第
八
条

令
別
表
第
十
二
の
二
の
項
の
下
欄
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
係
数
は
、
〇
・
〇
一
九
と
す
る
。

る
係
数
は
、
〇
・
〇
一
七
と
す
る
。

２

令
別
表
第
十
二
の
三
の
項
の
下
欄
の
イ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め

２

令
別
表
第
十
二
の
三
の
項
の
下
欄
の
イ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
係
数
は
、
〇
・
〇
二
七
と
し
、
同
欄
の
ロ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定

る
係
数
は
、
〇
・
〇
五
〇
と
し
、
同
欄
の
ロ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
〇
一
〇
と
し
、
同
欄
の
ホ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令

め
る
係
数
は
、
〇
・
〇
〇
一
〇
と
し
、
同
欄
の
ホ
の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
五
〇
と
す
る
。

で
定
め
る
係
数
は
、
〇
・
五
〇
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

一

原
料
炭

ト
ン

二
十
九
・
〇

〇
・
〇
二
四
五

一

原
料
炭

ト
ン

二
十
八
・
九

〇
・
〇
二
四
五

二

一
般
炭

ト
ン

二
十
五
・
七

〇
・
〇
二
四
七

二

一
般
炭

ト
ン

二
十
六
・
六

〇
・
〇
二
四
七

三

無
煙
炭

ト
ン

二
十
六
・
九

〇
・
〇
二
五
五

三

無
煙
炭

ト
ン

二
十
七
・
二

〇
・
〇
二
五
五

四

コ
ー
ク
ス

ト
ン

二
十
九
・
四

〇
・
〇
二
九
四

四

コ
ー
ク
ス

ト
ン

三
十
・
一

〇
・
〇
二
九
四
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五

石
油
コ
ー
ク
ス

ト
ン

二
十
九
・
九

〇
・
〇
二
五
四

五

石
油
コ
ー
ク
ス

ト
ン

三
十
五
・
六

〇
・
〇
二
五
四

六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

七

石
油
ア
ス
フ
ァ

ト
ン

四
十
・
九

〇
・
〇
二
〇
八

七

石
油
ア
ス
フ
ァ
ル

ト
ン

四
十
一
・
九

〇
・
〇
二
〇
八

ル
ト

ト

八
～

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

八
～

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
〇

一
〇

一
一

ナ
フ
サ

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

三
十
三
・
六

〇
・
〇
一
八
二

一
一

ナ
フ
サ

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

三
十
四
・
一

〇
・
〇
一
八
二

一
二
・

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
二
・

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
三

一
三

一
四

軽
油

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

三
十
七
・
七

〇
・
〇
一
八
七

一
四

軽
油

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

三
十
八
・
二

〇
・
〇
一
八
七

一
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
六

Ｂ
・
Ｃ
重
油

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

四
十
一
・
九

〇
・
〇
一
九
五

一
六

Ｂ
・
Ｃ
重
油

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

四
十
一
・
七

〇
・
〇
一
九
五

一
七

液
化
石
油
ガ
ス

ト
ン

五
十
・
八

〇
・
〇
一
六
一

一
七

液
化
石
油
ガ
ス
（

ト
ン

五
十
・
二

〇
・
〇
一
六
三

（
Ｌ
Ｐ
Ｇ
）

Ｌ
Ｐ
Ｇ
）

一
八

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
八

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
九

液
化
天
然
ガ
ス

ト
ン

五
十
四
・
六

〇
・
〇
一
三
五

一
九

液
化
天
然
ガ
ス

ト
ン

五
十
四
・
五

〇
・
〇
一
三
五

（
Ｌ
Ｎ
Ｇ
）

（
Ｌ
Ｎ
Ｇ
）

二
〇

天
然
ガ
ス
（
一

標
準
状
態
に
換

四
十
三
・
五

〇
・
〇
一
三
九

二
〇

天
然
ガ
ス
（
一
九

標
準
状
態
に
換

四
十
・
九

〇
・
〇
一
三
九

九
の
項
に
掲
げ

算
し
た
千
立
方

の
項
に
掲
げ
る
も

算
し
た
千
立
方

る
も
の
を
除
く

メ
ー
ト
ル

の
を
除
く
。
）

メ
ー
ト
ル

。
）

二
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
二

高
炉
ガ
ス

標
準
状
態
に
換

三
・
四
一

〇
・
〇
二
六
三

二
二

高
炉
ガ
ス

標
準
状
態
に
換

三
・
四
一

〇
・
〇
二
六
六

算
し
た
千
立
方

算
し
た
千
立
方

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

二
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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二
四

都
市
ガ
ス

標
準
状
態
に
換

四
十
四
・
八

〇
・
〇
一
三
六

二
四

都
市
ガ
ス

標
準
状
態
に
換

四
十
一
・
一

〇
・
〇
一
三
八

算
し
た
千
立
方

算
し
た
千
立
方

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

一

石
炭

ト
ン

二
・
三

一

石
炭

ト
ン

二
・
四

二

石
油
コ
ー
ク
ス

ト
ン

二
・
八

二

石
油
コ
ー
ク
ス

ト
ン

三
・
三

三

ナ
フ
サ

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

二
・
二

三

ナ
フ
サ

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

二
・
三

四
～
六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四
～
六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

七

天
然
ガ
ス
（
六
の
項
に
掲
げ
る

標
準
状
態
に
換
算
し
た

二
・
二

七

天
然
ガ
ス
（
六
の
項
に
掲
げ
る

標
準
状
態
に
換
算
し
た

二
・
一

も
の
を
除
く
。
）

千
立
方
メ
ー
ト
ル

も
の
を
除
く
。
）

千
立
方
メ
ー
ト
ル

八

（
略
）

（
略
）

（
略
）

八

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
条
関
係
）

一
～
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四

ご
み
固
形
燃
料
（
三
の
項
に
掲
げ
る
も
の

ト
ン

〇
・
七
七
五

四

ご
み
固
形
燃
料
（
三
の
項
に
掲
げ
る
も
の
及

ト
ン

〇
・
七
五
九

及
び
植
物
性
の
物
又
は
動
物
性
の
物
の
み

び
植
物
性
の
物
又
は
動
物
性
の
物
の
み
を
原

を
原
材
料
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

材
料
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

別
表
第
五
（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
）

別
表
第
五
（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
）

一

原
料
炭

ト
ン

二
十
九
・
〇

一

原
料
炭

ト
ン

二
十
八
・
九

二

一
般
炭

ト
ン

二
十
五
・
七

二

一
般
炭

ト
ン

二
十
六
・
六

三

無
煙
炭

ト
ン

二
十
六
・
九

三

無
煙
炭

ト
ン

二
十
七
・
二

四

コ
ー
ク
ス

ト
ン

二
十
九
・
四

四

コ
ー
ク
ス

ト
ン

三
十
・
一
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五

石
油
コ
ー
ク
ス

ト
ン

二
十
九
・
九

五

石
油
コ
ー
ク
ス

ト
ン

三
十
五
・
六

六
～

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六
～

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
〇

一
〇

一
一

石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

ト
ン

四
十
・
九

一
一

石
油
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

ト
ン

四
十
一
・
九

一
二
～

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
二
～

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
四

一
四

一
五

ナ
フ
サ

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

三
十
三
・
六

一
五

ナ
フ
サ

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

三
十
四
・
一

一
六
・

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
六
・

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
七

一
七

一
八

軽
油

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

三
十
七
・
七

一
八

軽
油

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

三
十
八
・
二

一
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
〇

Ｂ
・
Ｃ
重
油

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

四
十
一
・
九

二
〇

Ｂ
・
Ｃ
重
油

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

四
十
一
・
七

二
一
・

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
一
・

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
二

二
二

二
三

液
化
石
油
ガ
ス
（
Ｌ
Ｐ
Ｇ
）

ト
ン

五
十
・
八

二
三

液
化
石
油
ガ
ス
（
Ｌ
Ｐ
Ｇ
）

ト
ン

五
十
・
二

二
四

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
四

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
五

液
化
天
然
ガ
ス
（
Ｌ
Ｎ
Ｇ
）

ト
ン

五
十
四
・
六

二
五

液
化
天
然
ガ
ス
（
Ｌ
Ｎ
Ｇ
）

ト
ン

五
十
四
・
五

二
六

天
然
ガ
ス
（
二
五
の
項
に
掲
げ

標
準
状
態
に
換
算
し
た

四
十
三
・
五

二
六

天
然
ガ
ス
（
二
五
の
項
に
掲
げ

標
準
状
態
に
換
算
し
た

四
十
・
九

る
も
の
を
除
く
。
）

千
立
方
メ
ー
ト
ル

る
も
の
を
除
く
。
）

千
立
方
メ
ー
ト
ル

二
七
～

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
七
～

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
九

二
九

三
〇

都
市
ガ
ス

標
準
状
態
に
換
算
し
た

四
十
四
・
八

三
〇

都
市
ガ
ス

標
準
状
態
に
換
算
し
た

四
十
一
・
一

千
立
方
メ
ー
ト
ル

千
立
方
メ
ー
ト
ル

三
一
・

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
一
・

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
二

三
二
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別
表
第
六
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
六
（
第
四
条
関
係
）

一

液
化
天
然
ガ
ス
（
Ｌ
Ｎ
Ｇ
）

ペ
タ
ジ
ュ
ー
ル

〇
・
二
六

一

液
化
天
然
ガ
ス
（
Ｌ
Ｎ
Ｇ
）

ペ
タ
ジ
ュ
ー
ル

〇
・
九
〇

二

天
然
ガ
ス
（
一
の
項
に
掲
げ
る

ペ
タ
ジ
ュ
ー
ル

〇
・
二
六

二

天
然
ガ
ス
（
一
の
項
に
掲
げ
る
も

ペ
タ
ジ
ュ
ー
ル

〇
・
九
八

も
の
を
除
く
。
）

の
を
除
く
。
）

別
表
第
七
（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
）

別
表
第
七
（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
）

一

牛

尿
か
ら
分
離
し
た
ふ
ん
の
天
日

〇
・
〇
〇
二
〇

〇
・
〇
三
一

一

牛

尿
か
ら
分
離
し
た
ふ
ん
の
天
日

〇
・
〇
〇
〇
一
三

〇
・
〇
〇
六
三

乾
燥
に
よ
る
管
理

乾
燥
に
よ
る
管
理

尿
か
ら
分
離
し
た
ふ
ん
の
火
力

〇

〇
・
〇
三
一

尿
か
ら
分
離
し
た
ふ
ん
の
火
力

〇

〇
・
〇
〇
六
三

乾
燥
に
よ
る
管
理

乾
燥
に
よ
る
管
理

乳
用
牛
の
尿
か
ら
分
離
し
た
ふ

〇
・
〇
〇
〇
四
四

〇
・
〇
〇
三
九

尿
か
ら
分
離
し
た
ふ
ん
の
強
制

〇
・
〇
〇
〇
二
五

〇
・
〇
一
二

ん
の
強
制
発
酵
に
よ
る
管
理

発
酵
に
よ
る
管
理

肉
用
牛
の
尿
か
ら
分
離
し
た
ふ

〇
・
〇
〇
〇
三
四

〇
・
〇
〇
三
九

ん
の
強
制
発
酵
に
よ
る
管
理

乳
用
牛
の
尿
か
ら
分
離
し
た
ふ

〇
・
〇
三
八

〇
・
〇
三
八

尿
か
ら
分
離
し
た
ふ
ん
の
堆
積

〇
・
〇
〇
三
三

〇
・
〇
七
三

ん
の
堆
積
発
酵
に
よ
る
管
理

発
酵
に
よ
る
管
理

肉
用
牛
の
尿
か
ら
分
離
し
た
ふ

〇
・
〇
〇
一
三

〇
・
〇
二
五

ん
の
堆
積
発
酵
に
よ
る
管
理

尿
か
ら
分
離
し
た
ふ
ん
の
焼
却

〇
・
〇
〇
四
〇

〇
・
〇
〇
一
六

尿
か
ら
分
離
し
た
ふ
ん
の
焼
却

〇
・
〇
〇
四
〇

〇
・
〇
〇
一
六

に
よ
る
管
理

に
よ
る
管
理

乳
用
牛
の
ふ
ん
か
ら
分
離
し
た

〇
・
〇
〇
〇
四
四

〇
・
〇
三
一

ふ
ん
か
ら
分
離
し
た
尿
の
強
制

〇
・
〇
〇
〇
二
五

〇
・
一
七

尿
の
強
制
発
酵
に
よ
る
管
理

発
酵
に
よ
る
管
理

肉
用
牛
の
ふ
ん
か
ら
分
離
し
た

〇
・
〇
〇
〇
三
四

〇
・
〇
三
一

尿
の
強
制
発
酵
に
よ
る
管
理

乳
用
牛
の
ふ
ん
か
ら
分
離
し
た

〇
・
〇
〇
〇
〇
八
七

〇
・
〇
七
九

ふ
ん
か
ら
分
離
し
た
尿
の
浄
化

〇

〇
・
一
九

尿
の
浄
化
に
よ
る
管
理

に
よ
る
管
理
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肉
用
牛
の
ふ
ん
か
ら
分
離
し
た

〇
・
〇
〇
〇
〇
六
七

〇
・
〇
七
九

尿
の
浄
化
に
よ
る
管
理

乳
用
牛
の
ふ
ん
か
ら
分
離
し
た

〇
・
〇
三
九

〇
・
〇
〇
一
六

ふ
ん
か
ら
分
離
し
た
尿
の
貯
留

〇
・
〇
〇
九
二

〇
・
〇
一
二

尿
の
貯
留
に
よ
る
管
理

に
よ
る
管
理

肉
用
牛
の
ふ
ん
か
ら
分
離
し
た

〇
・
〇
三
〇

〇
・
〇
〇
一
六

尿
の
貯
留
に
よ
る
管
理

ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
天
日

〇
・
〇
〇
二
〇

〇
・
〇
三
一

ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
天
日

〇
・
〇
〇
一
三

〇
・
〇
〇
六
三

乾
燥
に
よ
る
管
理

乾
燥
に
よ
る
管
理

ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
火
力

〇

〇
・
〇
三
一

ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
火
力

〇

〇
・
〇
〇
六
三

乾
燥
に
よ
る
管
理

乾
燥
に
よ
る
管
理

乳
用
牛
の
ふ
ん
と
尿
と
の
混
合

〇
・
〇
〇
〇
四
四

〇
・
〇
三
一

乳
用
牛
の
ふ
ん
と
尿
と
の
混
合

〇
・
〇
〇
〇
二
五

〇
・
一
七

物
の
強
制
発
酵
に
よ
る
管
理

物
の
強
制
発
酵
に
よ
る
管
理

肉
用
牛
の
ふ
ん
と
尿
と
の
混
合

〇
・
〇
〇
〇
三
四

〇
・
〇
三
一

肉
用
牛
の
ふ
ん
と
尿
と
の
混
合

〇
・
〇
〇
〇
二
五

〇
・
〇
一
二

物
の
強
制
発
酵
に
よ
る
管
理

物
の
強
制
発
酵
に
よ
る
管
理

乳
用
牛
の
ふ
ん
と
尿
と
の
混
合

〇
・
〇
三
八

〇
・
〇
三
八

ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
堆
積

〇
・
〇
〇
三
三

〇
・
〇
七
三

物
の
堆
積
発
酵
に
よ
る
管
理

発
酵
に
よ
る
管
理

肉
用
牛
の
ふ
ん
と
尿
と
の
混
合

〇
・
〇
〇
一
三

〇
・
〇
二
五

物
の
堆
積
発
酵
に
よ
る
管
理

乳
用
牛
の
ふ
ん
と
尿
と
の
混
合

〇
・
〇
〇
〇
〇
八
七

〇
・
〇
七
九

ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
浄
化

〇

〇
・
一
九

物
の
浄
化
に
よ
る
管
理

に
よ
る
管
理

肉
用
牛
の
ふ
ん
と
尿
と
の
混
合

〇
・
〇
〇
〇
〇
六
七

〇
・
〇
七
九

物
の
浄
化
に
よ
る
管
理

乳
用
牛
の
ふ
ん
と
尿
と
の
混
合

〇
・
〇
三
九

〇
・
〇
〇
一
六

ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
貯
留

〇
・
〇
〇
九
二

〇
・
〇
一
二

物
の
貯
留
に
よ
る
管
理

に
よ
る
管
理

肉
用
牛
の
ふ
ん
と
尿
と
の
混
合

〇
・
〇
三
〇

〇
・
〇
〇
一
六

物
の
貯
留
に
よ
る
管
理
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二

豚

尿
か
ら
分
離
し
た
ふ
ん
の
天
日

〇
・
〇
〇
二
〇

〇
・
〇
三
一

二

豚

尿
か
ら
分
離
し
た
ふ
ん
の
天
日

〇
・
〇
〇
〇
一
三

〇
・
〇
〇
六
三

乾
燥
に
よ
る
管
理

乾
燥
に
よ
る
管
理

尿
か
ら
分
離
し
た
ふ
ん
の
火
力

〇

〇
・
〇
三
一

尿
か
ら
分
離
し
た
ふ
ん
の
火
力

〇

〇
・
〇
〇
六
三

乾
燥
に
よ
る
管
理

乾
燥
に
よ
る
管
理

尿
か
ら
分
離
し
た
ふ
ん
の
強
制

〇
・
〇
〇
〇
九
七

〇
・
〇
〇
三
九

尿
か
ら
分
離
し
た
ふ
ん
の
強
制

〇
・
〇
〇
〇
二
五

〇
・
〇
一
二

発
酵
に
よ
る
管
理

発
酵
に
よ
る
管
理

尿
か
ら
分
離
し
た
ふ
ん
の
堆
積

〇
・
〇
〇
一
六

〇
・
〇
三
九

尿
か
ら
分
離
し
た
ふ
ん
の
堆
積

〇
・
〇
一
三

〇
・
〇
七
三

発
酵
に
よ
る
管
理

発
酵
に
よ
る
管
理

尿
か
ら
分
離
し
た
ふ
ん
の
焼
却

〇
・
〇
〇
四
〇

〇
・
〇
〇
一
六

尿
か
ら
分
離
し
た
ふ
ん
の
焼
却

〇
・
〇
〇
四
〇

〇
・
〇
〇
一
六

に
よ
る
管
理

に
よ
る
管
理

ふ
ん
か
ら
分
離
し
た
尿
の
強
制

〇
・
〇
〇
〇
九
七

〇
・
〇
三
一

ふ
ん
か
ら
分
離
し
た
尿
の
強
制

〇
・
〇
〇
〇
二
五

〇
・
一
一

発
酵
に
よ
る
管
理

発
酵
に
よ
る
管
理

ふ
ん
か
ら
分
離
し
た
尿
の
浄
化

〇
・
〇
〇
〇
一
九

〇
・
〇
七
九

ふ
ん
か
ら
分
離
し
た
尿
の
浄
化

〇

〇
・
一
九

に
よ
る
管
理

に
よ
る
管
理

ふ
ん
か
ら
分
離
し
た
尿
の
貯
留

〇
・
〇
八
七

〇
・
〇
〇
一
六

ふ
ん
か
ら
分
離
し
た
尿
の
貯
留

〇
・
〇
〇
九
二

〇
・
〇
一
二

に
よ
る
管
理

に
よ
る
管
理

ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
天
日

〇
・
〇
〇
二
〇

〇
・
〇
三
一

ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
天
日

〇
・
〇
〇
一
三

〇
・
〇
〇
六
三

乾
燥
に
よ
る
管
理

乾
燥
に
よ
る
管
理

ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
火
力

〇

〇
・
〇
三
一

ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
火
力

〇

〇
・
〇
〇
六
三

乾
燥
に
よ
る
管
理

乾
燥
に
よ
る
管
理

ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
強
制

〇
・
〇
〇
〇
九
七

〇
・
〇
三
一

ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
強
制

〇
・
〇
〇
〇
二
五

〇
・
一
一

発
酵
に
よ
る
管
理

発
酵
に
よ
る
管
理

ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
堆
積

〇
・
〇
〇
一
六

〇
・
〇
三
九

ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
堆
積

〇
・
〇
一
三

〇
・
〇
七
三

発
酵
に
よ
る
管
理

発
酵
に
よ
る
管
理

ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
浄
化

〇
・
〇
〇
〇
一
九

〇
・
〇
七
九

ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
浄
化

〇

〇
・
一
九

に
よ
る
管
理

に
よ
る
管
理
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ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
貯
留

〇
・
〇
八
七

〇
・
〇
〇
一
六

ふ
ん
と
尿
と
の
混
合
物
の
貯
留

〇
・
〇
二
六

〇
・
〇
一
二

に
よ
る
管
理

に
よ
る
管
理

三

鶏

ふ
ん
の
天
日
乾
燥
に
よ
る
管
理

〇
・
〇
〇
二
〇

〇
・
〇
三
一

三

鶏

ふ
ん
の
天
日
乾
燥
に
よ
る
管
理

〇
・
〇
〇
〇
一
三

〇
・
〇
〇
六
三

ふ
ん
の
火
力
乾
燥
に
よ
る
管
理

〇

〇
・
〇
三
一

ふ
ん
の
火
力
乾
燥
に
よ
る
管
理

〇

〇
・
〇
〇
六
三

ふ
ん
の
強
制
発
酵
に
よ
る
管
理

〇
・
〇
〇
一
四

〇
・
〇
〇
三
九

ふ
ん
の
強
制
発
酵
に
よ
る
管
理

〇
・
〇
〇
〇
二
五

〇
・
〇
一
二

ふ
ん
の
堆
積
発
酵
に
よ
る
管
理

〇
・
〇
〇
一
四

〇
・
〇
三
一

ふ
ん
の
堆
積
発
酵
に
よ
る
管
理

〇
・
〇
一
三

〇
・
〇
七
三

ふ
ん
の
焼
却
に
よ
る
管
理

〇
・
〇
〇
四
〇

〇
・
〇
〇
一
六

ふ
ん
の
焼
却
に
よ
る
管
理

〇
・
〇
〇
四
〇

〇
・
〇
〇
一
六

別
表
第
九
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
九
（
第
四
条
関
係
）

一

食
物
く
ず

〇
・
一
四
五

一

食
物
く
ず

法
第
二
十
一
条
の
二
第

十
分
の
一

〇
・
一
四
三

一
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
（
以
下
単
に
「
報
告

」
と
い
う
。
）
が
行
わ

れ
る
年
の
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
十
年
間

二

紙
く
ず

〇
・
一
三
六

二

紙
く
ず

報
告
が
行
わ
れ
る
年
の

二
十
一
分
の
一

〇
・
一
三
八

三
月
三
十
一
日
ま
で
の

二
十
一
年
間

三

繊
維
く
ず

〇
・
一
五
〇

三

繊
維
く
ず

報
告
が
行
わ
れ
る
年
の

二
十
一
分
の
一

〇
・
一
四
九

三
月
三
十
一
日
ま
で
の

二
十
一
年
間

四

木
く
ず

〇
・
一
五
一

四

木
く
ず

報
告
が
行
わ
れ
る
年
の

百
三
分
の
一

〇
・
一
三
八

三
月
三
十
一
日
ま
で
の

百
三
年
間

五

下
水
汚
泥

〇
・
一
三
三

五

下
水
汚
泥

報
告
が
行
わ
れ
る
年
の

十
一
分
の
一

〇
・
一
三
三

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
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十
一
年
間

六

し
尿
処
理
施
設

〇
・
一
三
三

六

し
尿
処
理
施
設

報
告
が
行
わ
れ
る
年
の

十
一
分
の
一

〇
・
一
三
三

に
係
る
汚
泥

に
係
る
汚
泥

三
月
三
十
一
日
ま
で
の

十
一
年
間

七

浄
水
施
設
（
水

〇
・
〇
二
五
〇

七

浄
水
施
設
（
水

報
告
が
行
わ
れ
る
年
の

十
一
分
の
一

〇
・
〇
二
五
〇

道
法
（
昭
和
三

道
法
（
昭
和
三

三
月
三
十
一
日
ま
で
の

十
二
年
法
律
第

十
二
年
法
律
第

十
一
年
間

百
七
十
七
号
）

百
七
十
七
号
）

第
三
条
第
八
項

第
三
条
第
八
項

に
規
定
す
る
水

に
規
定
す
る
水

道
施
設
で
あ
る

道
施
設
で
あ
る

も
の
を
い
う
。

も
の
を
い
う
。

）
に
係
る
汚
泥

）
に
係
る
汚
泥

八

製
造
業
に
係
る

〇
・
一
五
〇

八

製
造
業
に
係
る

報
告
が
行
わ
れ
る
年
の

十
一
分
の
一

〇
・
一
五
〇

有
機
性
の
汚
泥

有
機
性
の
汚
泥

三
月
三
十
一
日
ま
で
の

十
一
年
間

別
表
第
十
二
（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
）

別
表
第
十
二
（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
）

一

連
続
燃
焼
式
焼
却
施
設

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
・
〇
〇
〇
〇
五
六
七

一

連
続
燃
焼
式
焼
却
施
設

〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
・
〇
〇
〇
〇
五
六
五

九
五

九
六

二

准
連
続
燃
焼
式
焼
却
施
設

〇
・
〇
〇
〇
〇
七
七

〇
・
〇
〇
〇
〇
五
三
九

二

准
連
続
燃
焼
式
焼
却
施
設

〇
・
〇
〇
〇
〇
七
二

〇
・
〇
〇
〇
〇
五
三
四

三

バ
ッ
チ
燃
焼
式
焼
却
施
設

〇
・
〇
〇
〇
〇
七
六

〇
・
〇
〇
〇
〇
七
二
四

三

バ
ッ
チ
燃
焼
式
焼
却
施
設

〇
・
〇
〇
〇
〇
七
五

〇
・
〇
〇
〇
〇
七
一
二

別
表
第
十
四
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
十
四
（
第
四
条
関
係
）

一

セ
メ
ン
ト
の
製
造
の
用

ご
み
固
形
燃
料
（
主
と
し

ト
ン

〇
・
〇
〇
〇
三
五

一

セ
メ
ン
ト
の
製
造
の
用

ご
み
固
形
燃
料
（
主
と
し

ト
ン

〇
・
〇
〇
〇
三
二
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に
供
す
る
焼
成
炉

て
古
紙
又
は
廃
プ
ラ
ス
チ

に
供
す
る
焼
成
炉

て
古
紙
又
は
廃
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
類
を
原
材
料
と
す
る

ッ
ク
類
を
原
材
料
と
す
る

も
の
に
限
る
。
）

も
の
に
限
る
。
）

（
略
）

(

略)

（
略
）

（
略
）

(

略)

（
略
）

二

燃
料
を
燃
焼
の
用
に
供

ご
み
固
形
燃
料
（
主
と
し

ト
ン

〇
・
〇
〇
〇
三
五

二

燃
料
を
燃
焼
の
用
に
供

ご
み
固
形
燃
料
（
主
と
し

ト
ン

〇
・
〇
〇
〇
三
二

す
る
産
業
用
の
施
設
（

て
古
紙
又
は
廃
プ
ラ
ス
チ

す
る
産
業
用
の
施
設
（

て
古
紙
又
は
廃
プ
ラ
ス
チ

一
の
項
に
掲
げ
る
も
の

ッ
ク
類
を
原
材
料
と
す
る

一
の
項
に
掲
げ
る
も
の

ッ
ク
類
を
原
材
料
と
す
る

及
び
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く

も
の
に
限
る
。
）

及
び
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く

も
の
に
限
る
。
）

。
）

（
略
）

(

略)

（
略
）

。
）

（
略
）

(

略)

（
略
）

別
表
第
十
七
（
第
五
条
関
係
）

別
表
第
十
七
（
第
五
条
関
係
）

一

常
圧
流
動
床
式
ボ
イ

ご
み
固
形
燃
料
（
主
と
し

ト
ン

〇
・
〇
〇
一
六

一

常
圧
流
動
床
式
ボ
イ

ご
み
固
形
燃
料
（
主
と
し

ト
ン

〇
・
〇
〇
一
五

ラ
ー

て
古
紙
又
は
廃
プ
ラ
ス
チ

ラ
ー

て
古
紙
又
は
廃
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
類
を
原
材
料
と
す
る

ッ
ク
類
を
原
材
料
と
す
る

も
の
に
限
る
。
）

も
の
に
限
る
。
）

（
略
）

(

略)

（
略
）

（
略
）

(

略)

（
略
）

二

ボ
イ
ラ
ー
（
一
の
項

ご
み
固
形
燃
料
（
主
と
し

ト
ン

〇
・
〇
〇
〇
〇
一
七

二

ボ
イ
ラ
ー
（
一
の
項

ご
み
固
形
燃
料
（
主
と
し

ト
ン

〇
・
〇
〇
〇
〇
一
六

に
掲
げ
る
も
の
を
除

て
古
紙
又
は
廃
プ
ラ
ス
チ

に
掲
げ
る
も
の
を
除

て
古
紙
又
は
廃
プ
ラ
ス
チ

く
。
）

ッ
ク
類
を
原
材
料
と
す
る

く
。
）

ッ
ク
類
を
原
材
料
と
す
る

も
の
に
限
る
。
）

も
の
に
限
る
。
）

（
略
）

(

略)

（
略
）

（
略
）

(

略)

（
略
）

三

セ
メ
ン
ト
の
製
造
の

ご
み
固
形
燃
料
（
主
と
し

ト
ン

〇
・
〇
〇
〇
〇
一
九

三

セ
メ
ン
ト
の
製
造
の

ご
み
固
形
燃
料
（
主
と
し

ト
ン

〇
・
〇
〇
〇
〇
一
八

用
に
供
す
る
焼
成
炉

て
古
紙
又
は
廃
プ
ラ
ス
チ

用
に
供
す
る
焼
成
炉

て
古
紙
又
は
廃
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
類
を
原
材
料
と
す
る

ッ
ク
類
を
原
材
料
と
す
る

も
の
に
限
る
。
）

も
の
に
限
る
。
）

（
略
）

(

略)

（
略
）

（
略
）

(

略)

（
略
）
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四

燃
料
を
燃
焼
の
用
に

ご
み
固
形
燃
料
（
主
と
し

ト
ン

〇
・
〇
〇
〇
〇
一
九

四

燃
料
を
燃
焼
の
用
に

ご
み
固
形
燃
料
（
主
と
し

ト
ン

〇
・
〇
〇
〇
〇
一
八

供
す
る
産
業
用
の
施

て
古
紙
又
は
廃
プ
ラ
ス
チ

供
す
る
産
業
用
の
施

て
古
紙
又
は
廃
プ
ラ
ス
チ

設
（
一
の
項
か
ら
三

ッ
ク
類
を
原
材
料
と
す
る

設
（
一
の
項
か
ら
三

ッ
ク
類
を
原
材
料
と
す
る

の
項
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
に
限
る
。
）

の
項
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
に
限
る
。
）

も
の
を
除
く
。
）

も
の
を
除
く
。
）

（
略
）

(

略)

（
略
）

（
略
）

(

略)

（
略
）


